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会 議 録 

名   称 令和３年度第２回目黒区地球温暖化対策地域協議会 

日   時 令和３年１２月７日（火） １５：００～１６：１０ 

会   場 青少年プラザ 6階 第１レクリエーションホール 

出 席 者 

委員）谷垣委員、関根委員、堀切委員、原委員、高橋委員、中村委員、井原委員、大田委員、 

南委員、堀池委員、三木委員、金子委員、松本委員、横田委員 

区職員）目黒区副区長、目黒区産業経済部長、目黒区都市整備部長、目黒区環境清掃部長  

合計 １８名 

傍 聴 者   無し 

配 付 資 料 

資料１ 目黒区環境基本計画及び目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定基本的方向に 

ついて 

資料２ 目黒区地球温暖化対策地域推進計画改定部会の設置について 

資料３ 「令和２年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成」により設 

置された設備による省エネ効果について 

（資料番号なし） 

・目黒区地球温暖化対策地域協議会名簿・座席表 

・本日の議事についてのご意見 

・令和３年度版めぐろの環境（環境報告書）概要版 

 

 

 

 

会 議 次 第 

１ 開会 

２ 議事 

(1)目黒区環境基本計画及び目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定の基本的方向につい

て（報告） 

（２）目黒区地球温暖化対策地域推進計画改定部会の設置について（審議） 

（３）「令和２年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成」により設置され 

た設備による省エネ効果について（報告） 

３ その他 

４ 閉会 

 

会議の結果 

及び 

主要な発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

◎副区長挨拶 

◎会員紹介 

◎配布資料確認 

２ 議事 

（１）目黒区環境基本計画及び目黒区地球温暖化対策地域推進計画の改定の基本的方向につい

て（報告） 

◎事務局から資料１に基づき説明。 

会   長：只今の事務局からの説明に質問は無いか。 

会   員：特になし。 

会   長：では事務局から説明のあった基本的方向について協議会として了承する。 

（２）目黒区地球温暖化対策地域推進計画改定部会の設置について（審議） 

  ◎事務局から資料２に基づき説明。 

会   長：改定部会の設置並びに部会員の人選についての事務局案に質問や意見等はあるか。 

会   員：特になし。 
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会議の結果 

及び 

主要な発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長：では、本案に沿って改定を進め、当該メンバーに改定部会へ参与いただく事とする。 

       部会長には矢野委員、副部課長には谷垣委員を指名させていただくがよろしいか。 

会   員：改定部会の設置及び部会員の人選について了承する。 

会   長：では、選任された委員から挨拶を頂く。 

委   員：改定部会の皆さんと共に、任務に邁進させていたく。 

改定部会に対し、皆様から忌憚のない意見を宜しくお願い申し上げる。 

会   長：改定部会の皆様には忌憚のないご意見をいただきたい。今後とも宜しくお願い申し上

げる。 

（３）「令和２年度目黒区住宅用新エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成」により設置され

た設備による省エネ効果について（報告） 

◎事務局から資料３に基づき説明。 

会   長：只今の説明につき、意見や質問を承る。 

       特に無いようなら、私から質問させていただく。 

       HEMSに対する助成は 14件とある。これまで消費するエネルギーに対する助成が 

主であったが、今後 ZEHなども含め、助成対象がエネルギー創成に移行していく傾

向にあるのかと思われる。区としては、その点をどのようにとらえているのか。 

会   員：昨今は、「省エネ」から「脱炭素」へと考え方が変化している。区としてはこの脱炭素の

分野に新技術・新工法を導入し、太陽光パネㇽの路上設置や、消費電力を全て自前で

賄う公園の建設など、様々な模索をしている。 

限界に達している節電に代わる解決策として、この度の計画改定に期待している。 

会   長：新技術等に関してはコストの問題等、難題が山積しているが、我々は今できることを 

一つひとつ取組んでいくしかない。非常に大きいテーマではあるが、改定部会のメン 

バーの皆様には、これからお力をお借りして参りたい。 

       その他、皆様のご意見があれば伺いたい。 

会   員：助成制度の利用者に対しては、アンケートの提出を必須とした方が良い。 

       また、設置した設備には耐用年数があるので、その後も継続的に助成をすべきだ。 

会   長：アンケートの義務化は難しいところだが、協力要請に工夫が必要と思われる。 

事 務 局：アンケートの周知方法や、継続的な助成の手法などについて、今後の計画改定の中で 

も検討していきたい。 

委   員：二度目の助成を活用して設備を更新するような制度を設ける場合は、アンケートへの 

協力が必須となるようにしていただきたい。 

事 務 局：ご意見を踏まえて、今後、アンケートのあり方の検討の参考にさせていただく。 

会   長：10年前に助成制度が始まった頃と、現在では製品の価格や買電の単価等、更には蓄 

電性能など、環境が大きく変わってきている。これについても事務局で検討していた

だきたい。 

       本日の協議内容について、意見等は後日提出いただいても結構である。 

３ その他 

     〇「めぐろの環境」概要版の案内 

     〇次回の予定 

４ 閉会 

 


